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「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨（無期

転換申込機会）の明示が必要になります。 

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になり

ます。 

有期雇用契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限（有期労働契約の通算契約期間または
．．．

更新回数の上限）の有無と内容の明示が必要になります。 

労働基準法施行規則等が改正されることになり、来年の令和 6 年 4 月 1 日以降、労働契約を締結・

更新する労働条件通知書や雇用契約書について、新たな明示事項が加わることになりました。また場

合によっては労働者に説明をしなければならない事項も加わりました。具体的な取扱い等については

今後発表される予定ですが、現時点で公布されている内容を紹介します。 

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらか

じめ（更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで）説明することが必要になります。 

ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合 

ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合 

 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業

務の内容に加え、これらの変更の範囲についても明示が必要になります。「変更の範囲」とは、将来の

配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。 

～有期契約労働者（契約社員・嘱託社員等）～ 

～すべての労働者～ 

「無期転換権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当た

って、他の通常の労働者とのバランスを考慮した事項（例：業務の内容、責任の程度、異動の有無・範

囲など）について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないことになります。 
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≪筆者：黒澤≫ 

 
●新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について 
 臨時的な取扱いとして、「療養担当者意見欄の証明」の添付を不要としておりましたが、申請期間の初日が令和

5年 5月 8日以降の傷病手当金の支給申請については、必要となります。 

●労働保険料の年度更新について 
申告・納付は、6月 1日（木）から 7月 10 日（月）までです。 

●算定基礎届について 
 4 月 5 月 6 月に支払われた給与で健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の見直しを行います。賃金台帳等の

確認が必要になりますのでご協力をお願い致します。 

●当事務所からのお知らせ 
 当事務所の職員 佐藤佳苗が、氏名変更により藤川佳苗となりましたのでお知らせ致します。 

厚生労働省のモデル労働条件通知書より 

●就業場所・業務の

変更の範囲 

●通算の契約期間ま

たは更新回数の上限

の有無と内容の明示 

●無期転換申込機会 

●無期転換後の労働

条件の明示 

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

[有期労働契約が、通算５年を超えた場合] 

●無期転換申込機会の明示 

●無期転換後の労働条件の明示 

●均等を考慮した事項の説明（努力義務） 

●更新上限を新設・短縮する場合、理由をあらかじめ説明 

●通算の契約期間または更新回数の上限の有無と内容の明示 

                              [すべての更新ごとに必要] 


